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標記の件につきまして、今般、厚生労働省健康局結核感染症課長より各都道府県

衛生主管部（局）長宛通知がなされ、本会に対して周知方依頼がありました。 

本通知では、近年の需給状況を踏まえ、今年度からインフルエンザワクチン需要

検討会については開催しないこととし、ワクチンの製造予定量の情報提供のみ行う

としております。 

今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は、平成２４年６月１３

日時点における見込みで、3016万本（１ｍL を１本に換算。前年比約4.4％増）とし、

今後、ワクチンの需給が逼迫する事態が発生した場合には、必要に応じて、安定供

給対策の実施等について協力を依頼することとしております。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただき、管下郡市

区医師会、関係医療機関等への周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し

上げます。 



社団法人日本医師会

感染症危機管理対策室長
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小森

標記については、これまで、インフルエンザワクチン需要検討会の検討結果

に基づき、季節性インフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)の製造

量の見込み等の情報提供を行うとともに、安定供給対策の関係者ヘの周知等を

お願いしてきたところであるが、近年の需給状況を踏まえ、今年度から、同検

討会については開催しないこととし、ワクチンの製造予定量の情報提供のみ行

うこととした。

貴職におかれては、下記の事項について、貴団体傘下の医療機関等に対し、

周知していただくようお願いする。

なお、各都道府県衛生主管部(局)長には別添(写)のとおり通知したこと

を申し添える。

季節性インフルエンザワクチンの供給について

艮又
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厚生労働省健康局結核感染症き

1.インフルエンザワクチン需要検討会等について

インフルエンザワクチン需要検討会は、平成11年のインフルエンザシー

ズンにおいて、ワクチンの需要の急激な増加により需給が逼迫するという状

況になったことを踏まえ、次シーズンのワクチンの需要をより的確に把握し、

安定供給を図るため、設置された。

ワクチンの使用量の推移については、 10年以上増力口傾向が続いたが、最

近3~4年間は同程度となっている。

また、近年のワクチンの製造量の推移については、ほぽ毎年増加しており、

需要に対して十分な供給量が確保されているところである。(別添参照)

このような状況に鑑み、今後も十分な供給量が見込まれることから、同検

討会は今年度より開催しないこととした。
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これに伴い、例年9月に開催していた都道府県インフルエンザワクチン担

当者会議についても開催しない予定である。

2.ワクチンの製造予定量について

今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は、平成24年6

月13日時点における見込みで、 3016 万本(1 mL を 1本に換算。前年比約

4.4%増)である。

3.その他

今後、ワクチンの需給が逼迫する事態が発生した場合には、必要に応じて、

安定供給対策の実施等について協力を依頼することとしている。



【数量:万本

3500

3000

.^、ミ告^

2500

イノフルエノザワクチノ製造量及ぴ使用量の推移

使用量

2000

1500

1711

11 1 1
8

1300
63

1060
979

1 1
1796

759
1

612
554

511 474 3
'

111 1 11
153

79
70

71 730

歌歌歌/政歌政歌歌政歌歌政歌政歌歌政歌歌政歌歌歌政歌政歌
俗や倭やル俗や舟や、剣レ、剣>、闘杁、酉ク悶や扇ト、嶌や 4ヲヘ゜ヘヘヘルくb ヘ杁やへら゛過' 8 Q9 ゛'レ Qク qy俗や倭や俗や及舟会闘及闘会闘及卿会闘会卿会闘及卿悶卜悶卜悶卜る卜悶卜る卜悶卜牟 N 悶ト゛゛゛剣レ゛

1519

1000

500

2696

2550

2928

【年度】※1

※2

2082

平成7年以前の未使用量ま不明
Im1換算

2313

【平成24年7月現在

3016

2888

2

148

2518

2074

1

2
 
7



各都道府県衛生主管部(局)長殿

標記については、これまで、インフルエンザワクチン需要検討会の検討結果

に基づき、季節性インフルエンザ'ワクチン(以下「ワクチン」という6)の製造

量の見込み等の惰報提供を行うとともに、,安定供給対策の関係者ヘの周知等を

お願いしてきたところであるが、近年の需給状況を踏まえ、今年度から、同検

討会については開催しないこととし、ワクチンの製造予定量の情報提供のみ行

うことと.した。

貴職におかれては、下記の事項について、予防接種法(昭和23年法律第6

8号)上の予防接種の実施主体である市区町村、医療機関等、貴管内関係者に

対し、周知していただくようお願いする。

なお、各関係者には別添(写)のとおり通知したことを申し添える。

記

1.インフルエンザワクチン需要検討会等について

インフルエンザワクチン需要検討会は、平成11年のインフルエンザシー
ズンにおいて、ワクチンの需要の急激な増加により'需給が逼迫すると.いう状

況になったことを踏まえ、次.シーズンのワクチンの需要をより的確に把握し、

安定供給を図るため、設置された。

ワクチンの使用量の推移については、10年以上増加傾向が続いたが、最

,近3~4年間は同程度となっている。

また、近年のワクチンの製造量の推移については、ほぽ毎年増加しており、

需要に対して十分な供給量が確保されているところである。(別添参照)

このような状況に鑑み、今後も十分な供給量が見込まれることから、同検

討会は今年度より開催しないこととした。

季節性インフル土ンザワクチンの供給について

厚生労働省健康局結核感染症課荷曲局恐1
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これに伴い、・例年9月に開催していた都道府県インフルエンザワクチン担

当者会議についても開催しない予定である。

また、例年、各都道府県に対して開催を依頼していたインフルエンザ対策
委員会については、今年度以降は開催を依頼しないが、ワクチンの円滑な流

通について関係者との連携に努めていただくようお願いする。

2.ワクチンの製造予定量について

今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は、平成24年6

月13日時点における見込みで、3016 万本(1mL を1本に換算。前年比約

4.4%増)である。

3.その他

今後、ワクチンの需給が逼迫する事態.が発生した場合には、必要に応じて、

安定供給対策の実施等につし.、て協力を依頼することとしている。
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